
～下請契約締結前にお読みください～ 

 

 この工事（業務）は津市公契約条例第６条の２に規定する労働報酬下限額を適用する契約

です。下請契約を締結する前にあたり、以下の点をご了承ください。 

 

１ 労働環境の確保に係る誓約書の提出について 

下請契約を締結する前に労働環境の確保に係る誓約書（以下、「誓約書」という。）の内

容をよく読んでいただき、誓約内容に了承していただければ誓約書を提出してください。

了承できない場合は下請契約を締結することができません。 

 

２ 労働報酬下限額以上の報酬の支払いについて 

従事する労働者に対し、労働報酬下限額（1 時間あたり１，２１７円）以上の報酬を支

払ってください。 

 （※契約期間の途中で三重県の最低賃金が労働報酬下限額を上回った場合は、三重県の最

低賃金を労働報酬下限額とします。） 

 

３ 労働状況台帳の書類提出について 

労働状況台帳提出対象月にこの工事（業務）に従事した労働者がいる場合は、労働状況

台帳（以下「台帳」という。）の提出が必要です。指定する期日までに提出してください。 

 （※ 従事した労働者によっては提出が不要な場合がありますので、２ページのフロー図

で確認してください。） 

 

４ アンケートの提出について 

  津市公契約条例に関する御意見等がありましたら、８ページのアンケートを提出してく

ださい。（※ アンケートの提出は任意です。） 

 

５ 労働者への周知について 

  労働者に対し、この工事（業務）が労働報酬下限額対象契約であることを周知してくだ

さい。 

 

６ 違反に対するペナルティについて 

労働報酬下限額以上の報酬を支払っていなかった場合や、労働状況台帳等の書類を期日

までに提出しなかった場合、虚偽の報告をした場合等は、津市から指名停止措置等を受け

ることがあります。 

 

７ 再下請について 

工事（業務）の一部をさらに下請に出す場合は、その下請業者についても、上記の内容

が適用されますので、契約前にあらかじめ下請業者の了承が必要です。 

  また、個人事業主と下請契約する場合は、新たに提出書類の作成が必要です。２ページ

のフロー図で必要書類を確認してください。 
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労働報酬下限額提出書類確認フロー図

①いる ②いない

①いる ②いない ①いる ②いない

①ある ②ない ①ある ②ない

②従事していない ②従事していない

①従事した ①従事した

1 誓約書 1 誓約書 1 誓約書 1 誓約書 1 誓約書 1 誓約書
2 台帳 2 台帳 2 台帳 2 2 個人事業主
（自社分） （自社分） （自社分） 名簿
3 3 個人事業主

名簿 3 個人事業主
名簿

4 個人事業主
名簿 提出書類の記入例掲載ページ

・誓約書…３ページ ・台帳…４ページ
・個人事業主名簿…５ページ
参考資料 個人事業主の労働者性確認手順　　…６ページ

個人事業主労働者性チェックシート…７ページ
注意事項

・誓約書は下請契約の締結と同時に提出してください。
・誓約書以外の書類は指定する期日までに提出してください。
・直接の下請に個人事業主がいる場合、その個人事業主の労働者性を「個人事業主労働者性チェックシー
ト（７ページ）」でご確認し、個人事業主名簿を作成してください。
・直接の下請に労働者性のある個人事業主がいて、その個人事業主が労働状況台帳提出対象月に業務（工
事）に従事した場合、その個人事業主の労働状況台帳は貴社が作成してください。

【下請用】

台帳（労働者
性あり個人事
業主分）

　貴社（個人事業主含む）の状況について、下のフロー図の該当する方へ進み、提出が必要な書類を確認
してください。
・自身が労働者性のある個人事業主で、下請がいない場合は提出書類がないため、フロー図による確認は
不要です。

直接の下請に個人事業主はいます
か？
①　いる
②　いない

直接の下請に個人事業主はいます
か？
①　いる
②　いない

その個人事業主は提出対
象月に従事しましたか？
①　従事した
②　従事していない

台帳（労働者
性あり個人事
業主分）

その個人事業主は提出対
象月に従事しましたか？
①　従事した
②　従事していない

その個人事業主は労働者性はあり
ますか？
①　ある
②　ない

その個人事業主は労働者性はあり
ますか？
①　ある
②　ない

提出対象月に従事した貴社の労働者（役員等、監理技術者、主任技術者を除く）はいますか？
①　いる
②　いない
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【様式４】 
令和  年  月  日 

【元請業者】 
住所（所在地） 
商号（名称） 
代表者氏名             様   【下請業者】             

住所（所在地）           
商号（名称）                           代表者氏名                                 ※自署又は記名押印  

労働環境の確保に係る誓約書  津市公契約条例（以下「条例」という。）第６条の規定により、下記事項について了承し、遵守
することを誓約します。  また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報について異議はありません。  

記 
１ 津市公契約条例施行規則第８条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）
を遵守すること。 

２ 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管
理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 

３ 条例第７条第１項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。  
４ 労働者が条例第９条第１項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇そ
の他の不利益な取扱いをしないこと。 

５ 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 
６ 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見
直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。  

７ 市長等が行う施策に協力すること。 
８ 労働報酬下限額の運用について 
⑴ 運用対象契約に従事する労働者（以下「対象労働者」という。）に、当該運用について周知
を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することについて、同意を得ること。 

⑵ 対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。 
⑶ 元請業者が指定する日までに対象契約に係る労働状況台帳を提出すること。なお、労働状況
台帳は元請業者を経由して津市へ提出される。 

⑷ 労働報酬下限額の運用に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実に対応すること。 
⑸ 対象契約について、他の者にその一部を請け負わせる、又は他の者から労働者の派遣を受け
る場合には、当該運用について周知を徹底するとともに、労働環境の確保に係る誓約書を提出

させること。なお、当誓約書の写しは元請業者を経由して津市へ提出される。 
⑹ ⑴から⑸に掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の運用に関して行う事務は、津市公契
約条例労働報酬下限額運用マニュアルに基づき、適切に履行すること。  

下請契約を締結した日

を記入して下さい。 
下請業者が元請業者に対して誓

約します。 
なお、二次下請以降の業者も元

請業者に対して誓約します。 
労働環境の確保に係る誓約書は、業務（工事）

の従事期間に係わらず、法人と労働者性の無い

個人事業主は全て、下請契約と同時に提出が必

要です。 
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働
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況

台
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象
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を

入
力

。
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【様式６】 【記入例】

住所（所在地）　津市○○町○○番地○○

商号（名称）　　株式会社○○建設

代表者氏名　　○○　○○

受注（個人事業主）側記入欄

個人事業主氏名 労働者性の有無 個人事業主署名（又は記名押印）

△△　△△ 有 △△　△△

□□　□□ 無 □□　□□

個人事業主名簿

発注側記入欄

※　個人事業主と下請負契約、再委託契約等を締結する事業者は作成してください。
※　個人事業主は、受注側記入欄の内容に誤りがないことを確認の上、署名又は記名押印
　してください。
※　記入欄は複数人分ありますが、１人の個人事業主につき、１枚ずつの作成も可とします。

□
□

①発注側（株式会社

○○建設）が記入する。
②個人事業主が①で記入

された内容を確認し、間違

いがなければ署名（手書

き）又は記名押印する。

※氏名を印刷しただけのも

のは不可。

（印刷＋押印は可）

個人事業主名簿は、

個人事業主を直接の下

請としている場合、下請

の個人事業主の労働者

性の有無や業務（工事）

従事時期に係わらず、必

ず提出が必要です。
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個人事業主の労働者性確認手順 
① 個人事業主と下請契約等を行う事業者は、以下の流れで当該個人事業主が労働報酬下限額の対象と
なるか確認し、その結果を個人事業主名簿に記載してください。  （下記確認フロー図参照） 

② 個人事業主は①で記載された名簿の内容を確認し、誤りがなければ署名（又は記名押印）してくださ
い。 

③ 労働報酬下限額の対象となる個人事業主分の労働状況台帳は、当該個人事業主と契約している事業
者が作成してください。 

確認フロー図      個人事業主と契約する事業者が行うこと        個人事業主が行うこと                       

個人事業主が仕事で使う機

械・器具（手元工具は除く）

は貴社が提供している。 
個人事業主が仕事で使う材

料は貴社が提供している。 
個人事業主労働者性チェッ

クシートの追加チェック項

目のうち、該当項目数が６

項目以上ですか？ 

・労働報酬下限

額対象外の

個人事業主

です。  
・個人事業主名

簿に労働者

性「無」と記

入してくだ

さい。  

・労働報酬下限額対象の個

人事業主です。 
・個人事業主名簿に労働者

性「有」と記入してくださ

い。 
個人事業主は名簿

に記載された内容

を確認し、間違い

が無ければ署名

（又は記名押印）

してください。 

いいえ

いいえ 
はい 
はい 

はい 

作成した個人事業主名簿は受

注者に提出してください。 

契
約
し
た
個
人
事
業
主
の
実
態
を
確
認
す
る 

労働者性記入済の名簿

について個人事業の確

認を受ける 

労働者性記入済の名簿

について個人事業の確

認を受ける 
個人事業主は内容確

認済の名簿を事業者

に返却 

いいえ 
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【様式７】

必須チェック項目 該当する 該当しない

①
一人親方が仕事で使う機械・器具（手元工具は除く）は貴社が提供
している。

② 一人親方が仕事で使う材料は貴社が提供している。

追加チェック項目 該当する 該当しない

1

一人親方へ急な仕事を依頼した時、一人親方は断ることができな
い。
（※貴社が断ることを認めているかどうかで判断してください。）

2

一人親方の仕事が早く終わった時などに予定外の仕事を依頼した
場合、一人親方は断ることができない。
（※貴社が断ることを認めているかどうかで判断してください。）

3

一人親方には貴社の就業規則など服務規律を適用している。
（※工事現場のルールを適用している場合は、「該当する」を選択し
てください。）

4

一人親方の仕事の就業時間（始業・終業）は貴社が決めている。
（※工事現場のルールを適用している場合は、「該当する」を選択し
てください。）

5

当日の仕事が早く終わった時、一人親方が仕事から上がるのには
貴社の了解が必要である。
（※作業完了の報告は了解に該当しません。）

6
仕事が早く終わった時に、一人親方が自分で見つけた他の現場の
仕事に行くことを認めていない。

7
工程調整上の指示や事故防止のための指示を除き、一人親方の
日々の仕事の内容や方法は貴社が具体的な指示を出している。

8
一人親方の都合が悪くなり、代わりの者が必要となった場合、貴社
が代わりの者を探している。

9
一人親方の仕事を代わりの者が行った場合の報酬は代わりの者
に支払う。

10
一人親方の通常のミスや一人親方の責任による作業遅延によって
損害が生じた場合、貴社が負担する。

11
一人親方の報酬（工事代金、賃金等）は一日当たりの単価など働
いた時間によって決められている。

個人事業主労働者性チェックシート

　 貴社が個人事業主（一人親方）と下請負契約、再委託契約等を締結する場合は、契約締結時に
当該個人事業主に対し下のチェック項目ごとに該当の有無を確認し、労働者性の有無を判断してく
ださい。

　日によって、該当する・該当しないが異なる場合は、契約期間中の主な状況で判断
してください。

「該当する」が６項目以上の場合→労働者性「有」、労働報酬下限額対象労働者
「該当する」が６項目未満の場合→労働者性「無」、労働報酬下限額対象外労働者

合　　計

①、②の両方に該当する→下の追加チェック項目を確認し、労働者性の有無を判断してください。

①、②のどちらか１つでも「該当しない」　→　労働者性「無」、労働報酬下限額対象外労働者
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【様式３】  

【 津市公契約条例に係るアンケート 】 
本アンケートの提出は任意です。回答した場合は、労働状況台帳等と同時に提出し

てください。  
１ 件   名                               
２ 契約（履行）期間                            
３ 回答者  受注者 ・ 受注関係者（下請業者、再委託業者） ・ 労働者  
４ 受注者等名                                 ※受注者等名は回答が受注者又は受注関係者の場合、記入してください  
● 条例に関して、御意見・御要望等ございましたら、御自由に御記載ください。 

（自由意見）  

御協力ありがとうございました。 
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